様式第１号R0803

	
保有個人情報開示請求書
　　　　年　　月　　日
（宛先）	
〒		

住所又は居所		
（ふりがな）		

氏名		

電話番号		

メールアドレス		

個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第77条第1項の規定に基づき、下記のとおり保有個人情報の開示を請求します。

記


		１　開示を請求する保有個人情報
（具体的に特定してください。）
	

	２　求める開示の実施方法等
（ア、イそれぞれ選択してください。）
	ア	□ 窓口で　　□ 郵送で（イの閲覧・視聴選択不可。送料負担あり）

	
	イ　□ 閲覧又は視聴　　□ 閲覧後、対象を選択して写しを交付
	□ 写しを交付
（□ 保有個人情報が電磁的記録の場合、電磁的記録の交付を希望）
	□ その他（	）

	３　本人確認等
	　　

	(1) 開示請求者
	□本人　　□法定代理人　　□任意代理人

	(2) 開示請求対象者本人の状況等
（代理人が請求する場合にのみ記載してください。）

	ア　本人の状況　□ 未成年者（　　   　年　　月　　日生）
□ 成年被後見人　　□ 任意代理人委任者

（ふりがな）		
イ　本人の氏名		
   
ウ　本人の住所又は居所		


【添付書類】
１　開示請求者の本人確認書類（窓口請求は原本を提示、送付請求はコピーを添付）
個人番号カード、運転免許証など（裏面参照）
２　送付請求の場合のみ、開示請求者の住民票の写し（原本※）を添付
３　代理人による請求の場合、法定代理人の資格を証明する戸籍謄本や登記事項証明書その他の書類の原本※、任意代理人の場合は委任状及び印鑑証明書の原本※など
※請求前30日以内に作成されたものに限ります。

	【開示請求者の本人確認書類の例】
※代理人による窓口請求の場合は、原則として顔写真付きの書類の提示が必要
運転免許証、健康保険の資格確認書◇（複数の者が記載されたものでないこと）、個人番号カード◇、住民基本台帳カード（住所記載があるもの）◇、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書（注6）、小型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、国民健康保険の資格確認書、後期高齢者医療保険の資格確認書、船員保険の資格確認書、私立学校教職員共済制度の資格確認書、国家公務員共済組合の資格確認書、地方公務員共済組合の資格確認書、恩給証書、児童扶養手当証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等



	【市処理欄】（記入しないでください）
	開示請求者の本人確認
	□　□　確認書類：	
□　□　窓口請求：原本の提示あり　送付請求：コピーの添付あり
□　□　送付請求：発行後30日以内の住民票写し原本の添付あり
弁護士による請求の場合は、弁護士登録証明書原本
□　□　本人確認書類に適した書類（手引きも参照）
□　□　窓口請求かつ顔写真付き：来庁者の容貌と対照
□　□　窓口請求かつ代理人請求：顔写真付きの書類であること、顔写真付きの書類がない場合は複数書類で確認
弁護士が受任者の場合は、弁護士会員証を確認
□　□　氏名、住所又は居所が開示請求書記載の内容と一致
□　□　期限内の有効な証明書であること
□　□　健康保険の資格確認書は、複数の者が記載された書類ではない
□　□　上の例で◇の付いた書類のコピーをとる場合は、告知要求制限や個人番号の収集等の制限に抵触していないこと（保険、受給に関する番号や個人番号を収集しない）

	法定代理人の請求の場合
	□　□　確認書類：	
□　□　発行後30日以内の法定代理人資格確認書類原本の提示・提出
□　□　資格確認書類と開示請求書記載の内容が一致
□　□　未成年者の場合、年齢確認（開示実施時も未成年であるか）

	任意代理人の請求の場合
	□　□　確認書類：	
□　□　作成後30日以内の委任状原本の提示・提出
□　□　委任状に記載された委任する手続の内容が正しい
□　□　委任状の記載内容と開示請求書記載の内容が一致
□　□　委任状に委任者の実印が押印され発行後30日以内の印鑑証明書原本の提示あり（印鑑登録ない場合の対応は手引き参照）

	窓口請求で、受付完了後の処理
	□　□　開示請求書に収受印を押印したもののコピーを開示請求者に手交（コピー代は請求しない）
□　□　提示を求めた本人確認書類の返戻（コピーをとるかは各課判断）
□　□　提出された書類の原本還付（請求者が求める場合）
（提出物は、基本的にコピーを保存）
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